
北海道告示第11025号

北海道が令和５年度（2023年度）において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げ

る職にある者に委任する。

令和５年７月18日

北海道知事 鈴 木 直 道

（保健福祉部所管分 その８）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 医学生等地域医療体験実 道内医育大学 本道の地域医療に興味を有する道内 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

習支援事業 医育大学の医学生や看護学生などを対 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

本道の地域医療に興味を 象に行う、地域医療に従事する医師や （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

有する道内医育大学の医学 関係者、地域住民等との意見交換や交 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提出先 保健福祉部

生等を対象に、地域医療に 流などの学外実習や学外実習結果の発 あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

従事する医師や関係者、地 表などを通じて医学生等の地域医療の 補助金等の額 別に指示する様式 進局地域医

域住民等との意見交換や交 理解と意欲を高めることに資すると認 の算定に当た 療課

流などの学外実習の実施に められる事業を実施するために必要な り、当該寄附

より、地域医療に対する理 次に掲げる経費 金その他の収

解と意欲を高め、将来の地 (1) 賃金 入金の控除等

域勤務の促進を図ることを (2) 報償費（謝金） を行う。）

目的として、予算の範囲内 (3) 旅費

で補助する。 (4) 需用費（印刷製本費、消耗品費）

(5) 役務費

(6) 使用料及び賃借料

２ 医師就労支援事業 道内医育大学、一 就労サポートに必要な次に掲げる経 10分の10以内 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出部数 １部

子育て中等の医師の道内 般社団法人北海道医 費 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 提出期限 別に指示

での就業確保を図るため、 師会、市町村、地方 給与費（常勤職員・非常勤職員給与 （寄附金その 保福第１の20号様式 保福第439号様式 する日

利用可能な勤務形態や支援 独立行政法人、日本 費、法定福利費等）、賃金、報償費（謝 他の収入金が 保福第１の32号様式 保福第440号様式 提 出 先 保健福祉部

制度など、相談や取組を整 赤十字社、社会福祉 金)、旅費、需用費(食糧費除く)、役務 あるときは、 (申請者が地方公共 別に指示する様式 地域医療推



備し、働きやすい職場環境 法人恩賜財団済生 費、使用料及び賃借料、備品購入費、 補助金等の額 団体である場合を除 進局地域医

づくりを総合的に推進する 会、北海道厚生農業 委託料（上記経費に該当するもの） の算定に当た く。） 療課

ことにより医師を安定的に 協同組合連合会、社 り、当該寄附 保福第439号様式

確保することを目的とし、 会福祉法人北海道社 金その他の収 保福第440号様式

予算の範囲内で補助する。 会事業協会又はその 入金の控除等 別に指示する様式

他知事が適当と認め を行う。）

る者

勤務体制整備に必要な次に掲げる経 ２分の１以内

費

給与費（常勤職員・非常勤職員給与 （寄附金その

費、法定福利費等）、賃金、報償費（謝 他の収入金が

金)、旅費、需用費(食糧費除く)、役務 あるときは、

費、使用料及び賃借料、備品購入費、 補助金の額の

委託料（上記経費に該当するもの） 算定に当た

り、当該寄附

金その他の収

入金の控除等

を行う。）

３ 医療機関・住民交流推進 医療機関を支える 次の事業の実施に必要な経費（報償 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

事業 取組を行う住民団体 費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

地域住民・団体等による 及び医療機関のう 本費、食糧費（会食代を除く））、役務 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

地域の医療機関を支える取 ち、知事が認めるも 費（通信運搬費）、使用料及び賃借料） 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

組を推進することで、医師 の。 １ 地域医療を守るための講演会等開 あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

をはじめとする医療従事者 催事業 補助金等の額 別に指示する様式 進局地域医

にとって魅力ある病院・ま ２ 地域住民と医療従事者との交流事 の算定に当た 療課

ちづくりを進め、医療従事 業 り、当該寄附

者の離職防止や就業確保な ３ 住民団体等の活動を推進するため 金その他の収

どにより、地域医療の確保 の普及啓発事業 入金の控除等

・地域の活性化を図ること を行う。）

を目的として、予算の範囲

内で補助する。

４ 医療勤務環境改善支援事 次の全ての条件を 事業の実施に必要な報酬、給料、職 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部



業 満たす医療機関の開 員手当等、共済費、賃金、報償費、旅 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

医療機関による主体的な 設者とする。ただし、費、需用費（消耗品費、印刷製本費）、 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

勤務環境改善に向けた取組 医師事務作業補助者 役務費、使用料及び賃借料、委託料（上 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

を推進することにより、医 の配置については、 記経費に該当するものに限る。）、研修 あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

療従事者の確保を図ること 診療所及び別記に掲 受講に係る負担金（補助者の配置の場 補助金等の額 （申請者が地方公共 進局地域医

を目的として、予算の範囲 げる病院（知事が指 合に限る。） の算定に当た 団体である場合を除 療課

内において補助する。 定又は認定した周産 り、当該寄附 く。）

期母子医療センター 金その他の収 別に指示する様式

を配置している病院 入金の控除等

を除く。）を除く。 を行う。）

１ 「医療勤務環境

改善マネジメント

システムに関する

指針」に基づき、

勤務環境改善計画

を策定又は策定に

着手しているこ

と。

２ 北海道医療勤務

環境改善支援セン

ターと連携して事

業を実施するこ

と。

５ 休日夜間診療確保対策事 一般社団法人北海 一般社団法人北海道医師会が休日又 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

業 道医師会 は夜間の在宅当番医制事業を行う郡市 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

休日又は夜間における地 医師会に対し当該事業費を補助する場 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

域住民に対する救急医療を 合における当該補助に要する経費（当 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

確保するため、予算の範囲 番制により休日又は夜間の診療体制を 保福第１の32号様式 地域医療推

内で補助する 確保した医療機関の運営に要する経費 別に指示する様式 進局地域医

に対する補助に要する経費に限る。） 療課

６ 救急勤務医・産科医等確 ３分の１以内 提出部数 １部

保支援事業 提出期限 別に指示す



過酷な勤務状態にある医 （寄附金その る日

師の処遇改善や、産科医等 他の収入金が 提 出 先 保健福祉部

の確保及び将来の産科医療 あるときは、 地域医療推

等を担う医師の育成を図る 補助金等の算 進局地域医

ため、医療機関等が医師等 定に当たり、 療課

に支給する救急勤務医手当 当該寄附金そ

や分娩手当研修医手当、新 の他の収入金

生児医療担当医手当に対し の控除等を行

て、予算の範囲内で交付す う。）

る。

(1)救急勤務医手当支援事 北海道医療計画等 休日・夜間に救急対応を行う医師に 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

業 に基づき、地方公共 支払われる救急勤務医手当のうち、次 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

団体又は地方公共団 に掲げるもの 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

体の長の要請を受け １ 平成21年４月以降に既存の宿日 保福第１の20号様式 保福第305号様式

た医療機関の開設者 直手当等を廃止して、新たに救急勤 保福第１の32号様式 保福第307号様式

が整備、運営する第 務医手当制度を創設した場合は、既 （申請者が道及び市 保福第308号様式

二次救急医療機関 存の手当の単価を超える部分 町村である場合を除 別に指示する様式

（北海道医療計画第 ２ 既存の救急勤務医手当（平成20 く。）

８章別表10に掲載さ 年度以前に創設され支給されていた 保福第304号様式

れている病院群輪番 もの）については、平成21年４月以 保福第305号様式

制参加病院・診療所 降に増額した場合にのみ、その増額 保福第306号様式

及びその他の救急病 部分 別に指示する様式

院・救急診療所、並

びに別表９に掲載さ

れている精神科救急

医療体制整備事業指

定医療機関のうち輪

番病院）

総合周産期母子医療

センター又は地域周

産期母子医療センタ

ーで知事が適当と認

める者



(2)産科医等確保支援事業 北海道（北海道病院 保福第１の２号様式

事業会計） 保福第１の16号様式

市町村 保福第１の18号様式

日本赤十字社 保福第１の20号様式

社会福祉法人恩賜財 保福第１の32号様式

団済生会 （申請者が道及び市

北海道厚生農業協同 町村である場合を除

組合連合会 く。）

社会福祉法人北海道 保福第283号様式

社会事業協会 保福第284号様式

独立行政法人地域医 別に指示する様式

療機能推進機構

医療法人

学校法人

社会福祉法人

医療生協

その他知事が認める

者

ア 分娩手当支援事業 分娩を取り扱う産科・産婦人科医及 保福第１の２号様式

び助産師に対して、処遇改善を目的と 保福第１の30号様式

して分娩取扱件数に応じて支給される 保福第１の31号様式

手当 保福第284号様式

保福第285号様式

保福第287号様式

別に指示する様式

イ 研修医手当支援事 臨床研修修了後、指導医の下、研修 第１の２号様式

業 カリキュラムに基づき産科・産婦人科 保福第１の30号様式

の研修を受けている者に対して、処遇 保福第１の31号様式

改善を目的として支給される手当 保福第284号様式

保福第285号様式

保福第288号様式

別に指示する様式



ウ 新生児医療担当医 ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する 保福第１の２号様式

手当支援事業 医師の処遇改善を目的として支給され 保福第１の30号様式

るＮＩＣＵに入院する新生児に応じて 保福第１の31号様式

支給される手当 保福第284号様式

保福第285号様式

保福第286号様式

別に指示する様式

７ 災害医療体制確保事業 一般社団法人北海 研修事業費 １０分の１０ 保福第1の2号様式 保福第1の2号様式 提出部数 １部

本道における災害医療体 道医師会 （災害医療従事者研修に要する経費の 以内 保福第1の14号様式 保福第1の29号様式 提出期限 別に指示す

制の確保と円滑な運用を図 うち、報酬、賃金、報償費、旅費、需 保福第1の18号様式 保福第1の31号様式 る日

るため、予算の範囲内で補 用費（食糧費（茶菓弁当代に限る）を 保福第1の20号様式 提 出 先 保健福祉部

助する。 含む）、役務費、委託料、使用料及び 保福第1の32号様式 地域医療推

賃借料） 進局地域医

療課

８ 産科医・小児科医養成支 北海道公立大学法 事業を実施するために必要な次に掲 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

援特別対策事業 人札幌医科大学、国 げる経費 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

道内の医学生及び初期臨 立大学法人北海道大 (1) 報償費（謝金） （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

床研修医が産科又は小児科 学、国立大学法人旭 (2) 旅費 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

を志望するために、道内医 川医科大学 (3) 需用費（食糧費を除く。） あるときは、 別に指示する様式 地域医療推

育大学が行う取組を支援 (4) 役務費 補助金等の額 進局地域医

し、将来の産科医及び小児 (5) 使用料及び賃借料 の算定に当た 療課

科医の安定的な養成につな (6) 負担金 り、当該寄附

がる環境整備を図ることを 金その他の収

目的として、予算の範囲内 入金の控除等

で補助する。 を行う。）

９ 小児救急医療支援事業 北海道（北海道病 小児救急医療支援事業に必要な次に ３分の２以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

初期救急医療施設及び救 院事業会計）、市町 掲げる経費 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 提出期限 別に指示す

急患者の搬送機関との円滑 村 (1) 北海道（北海道病院事業会計）及 （寄附金その 保福第１の20号様式 保福第47号様式 る日

な連携体制の下に、休日及 び市町村が行う事業に要する給与費 他の収入金が 保福第45号様式 保福第48号様式 提 出 先 保健福祉部

び夜間における入院治療を （常勤職員給与費、非常勤職員給与 あるときは、 保福第47号様式 保福第49号様式 地域医療推



必要とする小児の重症救急 費、法定福利費等）、報償費（医師 補助金等の算 保福第48号様式 別に指示する様式 進局地域医

患者の医療を確保するた 雇上謝金に限る。） 定に当たり、 別に指示する様式 療課

め、予算の範囲内で補助す (2) 病院の開設者が行う事業に対して 当該寄附金そ

る。 市町村が補助する事業に要する経費 の他の収入金

の控除等を行

う。）

10 小児救命救急医療体制整 知事の要請を受け 小児救命救急医療体制整備支援事業 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

備支援事業 た病院の開設者 に必要な経費のうち、次に掲げるもの 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

小児の重症・重篤救急患 給与費（常勤職員給与費、非常勤職 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

者の医療を確保することを 員給与費、法定福利費）報償費（医師 他の収入金が 保福第１の20号様式 保福第413号様式 提 出 先 保健福祉部

目的とする事業に要する経 雇上謝金） あるときは、 保福第１の32号様式 別に指示する様式 地域医療推

費に対して、予算の範囲内 補助金等の額 （申請者が市町村の 進局地域医

で交付する。 の算定に当た 場合を除く。） 療課

り、当該寄附 保福第412号様式

金その他の収 保福第413号様式

入金の控除等 別に指示する様式

を行う。）

11 総合診療医人材確保・養 日本プライマリ・ 医学生等及び専攻医を対象とした講 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

成事業 ケア連合学会北海道 演会・研修会の開催や施設見学の実施 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

医学生等及び道内医療機 ブロック支部 に必要な次に掲げる経費 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

関の専門研修プログラムに 報償費（謝金）、旅費、需用費（食 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

より専門医を目指す専攻医 糧費を除く。）、役務費、使用料及び賃 あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

を対象に、総合診療医に対 借料 補助金の額の 別に指示する様式 進局地域医

する理解を深めるため、地 算定に当た 療課

域で必要とされる総合診療 り、当該寄附

医についての講演会・研修 金その他の収

会の開催や施設見学の実施 入金の控除等

により、幅広い診療に対応 を行う。）

できる総合診療医を目指す

人材を確保・養成すること

を目的として、予算の範囲

内で補助する。



12 総合診療専門医活動支援 総合診療専門医が 総合診療専門医を取得した医師を 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

事業 勤務する医療機関 指導医として養成する研修等を実施す 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

総合診療専門医を取得し で、指導的立場の医 るために必要な次に掲げる経費 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

た医師に対し、地域での活 師により当該専門医 （１）指導医経費 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

動を支援し、道内定着に向 を指導医として養成 指導医に係る報償費（謝金）、人 あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

けた体制整備を推進するこ することが可能な施 件費（常勤職員給与費、非常勤職員 補助金の額の 別に指示する様式 進局地域医

とを目的として、予算の範 設。 給与費又は法定福利費等をいう。） 算定に当た 療課

囲内で補助する。 又は手当、賃金、旅費、需用費（食 り、当該寄附

糧費を除く。）、役務費、使用料及び 金その他の収

賃借料、委託料（上記経費に該当す 入金の控除等

るもの） を行う。）

（２）研修管理経費

報償費（謝金）、旅費、需用費（食

糧費を除く。）、役務費、使用料及び

賃借料、委託料（上記経費に該当す

るもの）

（３）地域研修経費

報償費（謝金）、旅費、需用費（食

糧費を除く。）、役務費、使用料及び

賃借料、委託料（上記経費に該当す

るもの）

13 地域医療情報連携ネット 提出部数 １部

ワーク構築事業 提出期限 別に指示す

医療介護総合確保促進法 る日

に基づく北海道計画に基づ 提 出 先 保健福祉部

き、ICTを活用して切れ目 地域医療推

のない医療介護情報連携を 進局地域医

行い、継続した質の高い連 療課

携を図ること等を目的とし

て、予算の範囲内において

補助する。



(1)地域医療情報連携ネッ 市町村、病院又は ア 地域医療情報連携ネットワーク構 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

トワーク構築事業 診療所の開設者、医 築事業に必要な委託料、医療機器及 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

師会その他知事が認 び備品の購入費（取付工事料を含む。 寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

める者（ただし、右 ただし、補助対象者の施設内のみの 他の収入金が 保福第１の20号様式 保 福 第 3 3 号 様 式

記のイに係る事業の 情報システムの構築若しくは現在導 あるときは、 保福第１の32号様式 別に指示する様式

場合は、市町村、病 入しているシステムの機能の追加や 補助金等の額 （申請者が地方公共

院の開設者、医師会 拡充を伴わない更新に係る経費又は の算定に当た 団体である場合を除

その他の知事が認め 在宅医療提供体制強化事業費補助金 り、当該寄附 く。）

る者に限る。） で対象となる経費を除く。） 金その他の収 保 福 第 3 3 号 様 式

イ 上記アの経費を対象として事業を実入金の控除 別に指示する様式

施する事業者に対して、当該事業費を等を行う。

補助する場合における当該補助に要す

る経費

(2)地域医療情報連携ネッ 市町村、病院又は 地域医療情報連携ネットワーク構築ア10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

トワーク構築アドバイザ 診療所の開設者、医 ドバイザー事業に必要な委託料、報酬、 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

ー事業 師会その他知事が認 報償費（謝金）、旅費 寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

める者 他の収入金 保福第１の20号様式 保福第 3 4 4号様式

があるとき 保福第１の32号様式 別に指示する様式

は、補助金 （申請者が地方公

等の額の算 共団体である場合

定に当たり、 を除く。）

当該寄附金 保福第344号様式

その他の収 別に指示する様式

入金の控除

等を行う。

(3)防災用診療情報バック 知事が認める病院 防災用診療情報バックアップ事業に ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

アップ事業 の開設者 必要な委託料、医療機器及び備品の購 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

入費（取付工事料を含む。ただし、補 寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

助対象者の施設内のみの情報システム 他の収入金が 保福第１の20号様式 保 福 第 3 3 号 様 式

の構築又は現在導入しているシステム あるときは、 保福第１の32号様式 別に指示する様式

の機能の追加や拡充を伴わない更新に 補助金等の額 （申請者が地方公共

係る経費を除く。） の算定に当た 団体である場合を除



り、当該寄附 く。）

金その他の収 保 福 第 3 3 号 様 式

入金の控除等 別に指示する様式

を行う。

14 地方・地域センター機能 知事が指定した地 提出部数 １部

強化事業 方・地域センター病 提出期限 別に指示す

地方・地域センタ－病院 院の開設者 る日

の医療機能を高めるととも 提 出 先 保健福祉部

に、医療支援活動を強化し、 地域医療推

地域ごとに均衡のとれた医 進局地域医

療供給体制の整備を図るた 療課

め、予算の範囲内で補助す

る。

(1)医師等派遣事業 地方・地域センター病院における地 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

域の医療機関に対する代替医師等及び 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

診療協力のための医師等の派遣に必要 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

な経費(報酬、常勤職員給与費、非常勤 他の収入金が 保福第１の20号様式 保福第39号様式の１

職員給与費、法定福利費、賃金、報償 あるときは、 保福第１の32号様式 保福第40号様式の２

費、旅費） 補助金等の額 （申請者が市町村で 別に指示する様式

の算定に当た ある場合を除く。）

り、当該寄附 保福第39号様式の１

金の控除等を 保福第40号様式の２

行う。） 別に指示する様式

(2)研修会等開催事業 地方・地域センター病院における地 ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

域の医師等の医療技術者を対象とする 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

研修会又は地域医療構想の推進方策検 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

討等医療政策に関する研修会等の開催 他の収入金が 保福第１の20号様式 保福第39号様式の２

に必要な経費(報酬、報償費、賃金、旅 あるときは、 保福第１の32号様式 保福第40号様式の３

費、需用費（消耗品費、印刷製本費、 補助金等の額 （申請者が市町村で 別に指示する様式

図書等購入費）、役務費（通信運搬費)、 の算定に当た ある場合を除く。）

使用料及び賃借料） り、当該寄附 保福第39号様式の２



金の控除等を 保福第40号様式の３

行う。） 別に指示する様式

(3)設備整備事業 地方・地域センター病院における圏域２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

内における後方医療機関として必要な医 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式

療機器等（共同利用する高度医療機器又（寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

は、研修会で活用する医療機器等）の整他の収入金が 保福第１の20号様式 保福第33号様式

備に必要な経費 あるときは、 保福第１の32号様式 別に指示する様式

補助金等の額 （申請者が市町村で

の算定に当 ある場合を除く。）

たり、当該 保福第33号様式

寄附金の控 別に指示する様式

除等を行

う。）

15 北海道緊急時医療活動施 北海道公立大学法 北海道公立大学法人札幌医科大学及 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

設整備費 人札幌医科大学 び国立大学法人北海道大学が行う緊急 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

北海道地域防災計画（原 国立大学法人北海 時医療活動施設整備事業に要する経費 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

子力防災計画編）に定める 道大学 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

原子力災害医療体制を確保 保福第１の32号様式 地域医療推

するため、北海道公立大学 別に指示する様式 進局地域医

法人札幌医科大学及び国立 療課

大学法人北海道大学が行う

緊急時医療活動施設整備事

業に要する費用に対し、予

算の範囲内で補助する。

16 臨床研修医研修・交流事 一般社団法人北海 事業を実施するために必要な次に掲 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

業 道医師会 げる経費 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

道内の初期臨床研修医を (1) 報償費（謝金） （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

対象とした研修・交流会を (2) 旅費 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

開催し、初期臨床研修医の (3) 需用費（食糧費を除く。） あるときは、 保福第１の32号様式 地域医療推

育成、質的向上を図るとと (4) 役務費 補助金等の額 別に指示する様式 進局地域医

もに、道内の臨床研修医・ (5) 使用料及び賃借料 の算定に当た 療課



指導医等のネットワークを り、当該寄附

構築することにより、道内 金その他の収

における医師の就業と定着 入金の控除等

を推進することを目的とし を行う。）

て、予算の範囲内で補助す

る。

17 臓器移植体制運営事業 札幌市 指定ＨＬＡ検査センターとして行う ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

指定ＨＬＡ検査センター 検査機器の整備や臨床検査技師の配置 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

として組織適合性検査を実 並びに臓器移植希望者及び提供臓器の (寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

施することにより、臓器移 組織適合性検査及びその検査結果の管 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

植の円滑な推進を図るた 理に必要な次の経費。 あるときは、 別に指示する様式 地域医療推

め、予算の範囲内において １ 人件費 補助金等の額 進局医務薬

交付する。 ２ 維持管理費 の算定に当た 務課

３ 組織型等検査費 り、当該寄附

金その他の収

入金の控除等

を行う。)

18 がん検診車整備事業 公益財団法人北海 がん検診を実施する車輌の購入費及 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

がん検診車の設備整備を 道対がん協会 び修繕費（車輌の長寿命化に資するも 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示

行い、がん検診の受診率向 のに限る。） （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 する日

上を図り、がんの早期発見 他の収入金が 保福第１の20号様式 保福第33号様式 提 出 先 保健福祉部

・早期治療を推進するた あるときは、 保福第１の32号様式 別に指示する様式 健康安全局

め、予算の範囲内で補助す 補助金等の額 保福第33号様式 地域保健課

る。 の算定に当た 別に指示する様式

り、当該寄附

金その他の収

入金の控除等

を行う。）

19 民間社会福祉施設職員等 独立行政法人福祉 社会福祉施設職員等退職手当共済法 10分の10以内 保福第1の2号様式 保福第1の2号様式 提出部数 １部

退職手当共済事業費補助金 医療機構 に基づき、民間社会福祉施設等の職員 保福第1の14号様式 保福第1の29号様式 提出期限 別に指示す

社会福祉施設職員等退職 に対する退職手当金の支給に要する経 （寄付金その 保福第1の18号様式 保福第1の31号様式 る日



手当共済法（昭和36年法律 費 他の収入金が 保福第1の20号様式 別紙様式2 提 出 先 保健福祉部

第155号）に基づき、独立 あるときは、 保福第1の32号様式 福祉局地域

行政法人福祉医療機構が実 補助金等の額 別紙様式1 福祉課

施する社会福祉施設職員等 の算定に当た

退職手当共済事業における り、当該寄付

令和５年度退職手当金の支 金その他の収

給に要する経費について、 入金の控除等

予算の範囲内で補助する。 を行う。）

20 老人クラブ運営費補助金 市町村（札幌市、 老人クラブ及び市町村老人クラブ連 ３分の２以内 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出部数 １部 総合振興局長

高齢者の生きがいと健康づ 旭川市及び函館市を 合会が行う活動に必要な経費（報償費、 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 提出期限 別に指示す 又は振興局長

くりのための多様な社会 除く。） 賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、 （寄附金その 保福第１の20号様式 保福第94号様式 る日

活動を通じ、生活を豊かな 備品購入費、使用料及び賃借料）に対 他の収入金が 保福第94号様式 別に指示する様式 提 出 先 総合振興局

ものにするとともに、明る し、市町村が補助する場合における当 あるときは、 別に指示する様式 又は振興局

い長寿社会づくりに資する 該補助に要する経費 補助金等の額 保健環境部

ために組織されている老人 の算定に当た 社会福祉課

クラブの活動を促進するた り、当該寄附

め、予算の範囲内で補助す 金その他の収

る。 入金の控除等

を行う。）

21 介護サービス利用者負担 市町村 １ 障害者ホームヘルプサービス利用 ４分の３以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部 総合振興局長

軽減事業 一部事務組合 者に対する支援措置事業に必要な経 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示 又は振興局長

介護保険制度の円滑な施 広域連合 費（賃金、旅費、需用費、役務費、 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 する日

行に資するため、予算の範 委託料、使用料及び賃借料、負担金、 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 総合振興

囲内で補助する 補助及び交付金、扶助費に限る。） あるときは、 別に指示する様式 局(振興

２ 社会福祉法人等による生計困難者 補助金等の額 局)

等に対する介護保険サービスに係る の算定に当た

利用者負担額軽減制度事業に必要な り、当該寄附

経費（賃金、旅費、需用費、役務費、 金その他の収

使用料及び賃借料、負担金、補助及 入金の控除等

び交付金、扶助費、繰出金に限る。） を行う。）

３ 離島等地域における特別地域加算

に係る利用者負担額軽減措置事業に



必要な経費（賃金、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借料、負担金、

補助及び交付金、扶助費、繰出金に

限る。）

４ 中山間地域等の地域における加算

に係る利用者負担額軽減措置事業に

必要な経費（賃金、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借料、負担金

・補助及び交付金、扶助費）

22 保育士等資格取得支援事 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部 総合振興局長

業費補助金 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す 又は振興局長

子ども・子育て支援新制 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

度の施行に伴い必要となる 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 総合振興局

保育教諭の確保及び幼稚園 保福第１の32号様式 又は振興局

教諭免許状を有する者や保 （申請者が市町村の の保健環境

育所等に勤務している保育 場合は、除く。） 部社会福祉

士資格を有していない者の 別に指示する様式 課

保育士資格等を支援するこ

とにより、保育教諭及び保

育士の増加を図り、子ども

を安心して育てることがで

きる体制を整備するため、

予算の範囲内で交付する。

(1) 保育教諭確保のため 札幌市、旭川市、 保育教諭確保のための保育士資格取 10分の10以内

の保育士資格取得支援 函館市以外の市町村 得支援事業を実施するために必要な入 （寄附金その

事業 に所在する対象施設 学料、受講料、報酬、給料、職員手当 他の収入金が

（幼保連携型認定こ 等、共済費、需用費、役務費、委託料、 あるときは、

ども園及び幼保連携 使用料及び賃借料、備品購入費 補助金等の額

型認定こども園への の算定に当た

移行を予定している り、当該寄附

施設）及び札幌市、 金その他の収

旭川市、函館市以外 入金の控除等

の市町村に居住する を行う。）



対象者（上記対象施

設に勤務する保育士

資格取得特例制度の

対象者）

(2) 幼稚園教諭免許状を 札幌市、旭川市、 幼稚園教諭免許状を有する者の保育 10分の10以内

有する者の保育士資格 函館市以外の市町村 士資格取得支援事業を実施するために （寄附金その

取得支援事業 に所在する対象施設 必要な入学料、受講料、報酬、給料、 他の収入金が

及び札幌市、旭川市、職員手当等、共済費、需用費、役務費、 あるときは、

函館市以外の市町村 委託料、使用料及び賃借料、備品購入 補助金等の額

に居住する対象者 費 の算定に当た

（保育士資格取得特 り、当該寄附

例制度の対象者を雇 金その他の収

用する施設及び当該 入金の控除等

制度の対象者） を行う。）

(3) 保育所等保育士資格 札幌市、旭川市、 保育所等保育士資格取得支援事業を 10分の10以内

取得支援事業 函館市以外の市町村 実施するために必要な入学料、受講料、 （寄附金その

に所在する対象施設 報酬、給料、職員手当等、共済費、需 他の収入金が

（保育所、幼保連携 用費、役務費、委託料、使用料及び賃 あるときは、

型認定こども園、幼 借料、備品購入費 補助金等の額

稚園型・幼保連携型 の算定に当た

認定こども園への移 り、当該寄附

行を予定している幼 金その他の収

稚園、乳児院又は児 入金の控除等

童養護施設（公立を を行う。）

除く。））及び札幌市、

旭川市、函館市以外

の市町村に居住する

対象者（上記対象施

設に勤務する者）

(4) 保育教諭確保のため 札幌市、旭川市、 保育教諭確保のための幼稚園教諭免 10分の10以内

の幼稚園教諭免許状取 函館市以外の市町村 許状取得支援事業を実施するために必 （寄附金その

得支援事業 に所在する対象施設 要な入学料、受講料（面接授業料、教 他の収入金が

（幼保連携型認定こ 科書代及び教材費を含む。）及び上記 あるときは、

ども園及び幼保連携 経費の消費税 補助金等の額



型認定こども園への の算定に当た

移行を予定している り、当該寄附

施設）及び札幌市、 金その他の収

旭川市、函館市以外 入金の控除等

の市町村に居住する を行う。）

対象者（上記対象施

設に勤務する幼稚園

教諭免許取得特例制

度の対象者）
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別記

１ 補助申請時点において、診療報酬「医師事務作業補助体制加算」の１又は２を届け出ている医療機関

２ 特定機能病院

３ 「救急医療対策事業実施要綱」（昭和52年７月６日医発692号）に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠

点病院

４ 「災害時における医療体制の充実強化について」（平成24年３月21日医政発第0321第２号）に規定する災害拠点病

院

５ 「へき地保健医療対策事業について」（平成13年５月16日医政発第529号）に規定するへき地医療拠点病院

６ 地域医療支援病院

７ 申請前１年間の緊急入院患者数が50名以上の医療機関

緊急入院患者数とは、救急搬送により緊急入院した患者数及び当該医療機関を受診した患者であって、医師が診察

等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。


